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市議会に関するアンケート

藤沢市議会 議会改革検討会

調査目的

藤沢市議会では、常に時代に対応した地方分権を先導する議会を目指して、一層の議会

改革に取り組むとともに、より市民に開かれた議会運営を推進するため、平成２３年１０

月に「議会改革検討会」を設置しました。本検討会では、市民の皆様の市議会に対する率

直なご意見を伺わせていただき、今後の具体的な議論に反映させ、市民の皆様にわかりや

すく開かれた市議会を構築するため協議してまいります。

つきましては、本アンケートの趣旨をご理解いただき、ご協力下さいますようお願い申

し上げます。

回答期限

同封の返信用封筒をご利用いただき、お手数ですが、平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年６６６６月月月月２５２５２５２５日(月)日(月)日(月)日(月)までにまでにまでにまでに

郵便ポストへご投函いただきますようお願いいたします。

調査項目

以下の各項目の□に� チェックまたは直接ご記入下さい

１．あなたの性別について？

□（１）男性 □（２）女性

２．あなたの年齢について？

□（１）２０歳代 □（２）３０歳代 □（３）４０歳代

□（４）５０歳代 □（５）６０歳代 □（６）７０歳以上

３．藤沢市議会に関心がありますか？

□（１）ある □（２）少しある □（３）あまりない □（４）ない

ご意見等をお聞かせ下さい：

４．昨年４月に行われた市議会議員選挙に行かれましたか？

□（１）行った

□（２）行かなかった

ご意見等をお聞かせ下さい：

【次ページに続きます】
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５．藤沢市議会の会議を見たことがありますか？（複数回答可）

□（１）議場等で傍聴したことがある

□（２）インターネット中継で見たことがある

□（３）見たことがない

ご意見等をお聞かせ下さい：

６．「議会だより」を読んでいますか？

□（１）毎号読む □（２）時々読む □（３）ほとんど読まない

□（４）知らない・見たことがない

ご意見等をお聞かせ下さい：

７．市議会のホームページを見たことがありますか？

□（１）よく見る □（２）時々見る □（３）見たことはある

□（４）知らない・見たことがない

ご意見等をお聞かせ下さい：

８．現在の地方自治制度は市長と議会の議員は別々の選挙で選ばれるという二元代表制をと

っていますが、地方自治の「二元代表制」についてご存じですか？

□（１）言葉も意味も知っている □（２）聞いたことはあるが意味は知らない

□（３）知らない

ご意見等をお聞かせ下さい：
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９．現在の藤沢市議会を評価しますか？

□（１）評価する □（２）ある程度評価する □（３）あまり評価しない

□（４）評価しない □（５）わからない

ご意見等をお聞かせ下さい：

１０．あなたは、市議会に市民の声が反映されていると思いますか？

□（１）反映されている □（２）ある程度反映されている

□（３）反映されていない □（４）わからない

ご意見等をお聞かせ下さい：

１１．あなたの意見や声を市政に反映させたい時はどうしますか？（複数回答可）

□（１）市長に意見を届ける（市長への手紙、陳情等）

□（２）市役所に連絡する □（３）自治会等を通じて要望を出す

□（４）市議会議員に話をする □（５）市議会に陳情等をする

□（６）どうしていいかわからない

□（７）言ってもむだだと思うので何もしない

□（８）その他〔 〕

１２．市民の皆さんに対して市議会での審議状況等をご説明したり、市政に対する様々なご

意見・ご要望等を聴く機会として「議会報告会」を開催することは必要だと思いますか？

（※議員の後援会など、特定の支持者を対象とした報告会は除きます）

□（１）必要だと思う □（２）必要だと思わない □（３）わからない

１３．現在、藤沢市議会議員の定数は３６人ですが、どう思いますか？

□（１）多い □（２）適当 □（３）少ない □（４）わからない

ご意見等をお聞かせ下さい：
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１４．現在、市議会議員への報酬として月額５６万５千円支給されていますが、これについ

てどう思いますか？

□（１）高い □（２）適当 □（３）低い □（４）わからない

ご意見等をお聞かせ下さい：

１５．現在、市議会議員一人あたりに月額１０万７千円の政務調査費が交付されていますが、

これについてどう思いますか？

□（１）高い □（２）適当 □（３）低い □（４）わからない

ご意見等をお聞かせ下さい：

１６．最後に市議会へのご意見、ご要望などがありましたらご自由にお書き下さい

ご協力いただき、ありがとうございました。返信用の封筒に入れてご投函をお願いいた

します。

※問い合わせ先 藤沢市議会事務局 電話０４６６(５０)３５６６ ＦＡＸ０４６６(２４)０１２３

政務調査費とは、地方自治法第１００条第１４項及び第１５項の規定により、「藤沢市議会政務

調査費交付条例」に基づき、本市議会議員の調査研究に資するために必要な経費の一部として、

議会における会派（所属議員が 1人の場合を含む）に対して交付するもので、支出項目としては、
「研究研修費」「調査費」「資料作成費」「資料購入費」「広報費」「広聴費」「人件費」「事務所費」

「その他の経費」と定められています。


